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第６章 まん延防止  

 

第１節 準備期  

１ 目的 

本市は，新型インフルエンザ等の発生時に，確保された医療提供体制で対応できるレベル

に感染拡大のスピードやピークを抑制することで，市民の生命および健康を保護する。また，

有事におけるまん延防止措置への協力を得るとともに，まん延防止対策による社会的影響を

緩和するため，市民や事業者の理解促進に取り組む。 

 

２ 所要の対応 

1-1．対策の実施に係る参考指標等の検討 

国は，有事にまん延防止対策を機動的に実施し，または柔軟に対策を切り替えていくた

め，対策の実施等にあたり参考とするべき指標やデータ等の内容，取得方法，取得時期等

を整理する。その際，有事にも円滑な把握ができるよう，可能な限り平時から定期的に収

集している既存の指標やデータ等を用いる。 

 

1-2．新型インフルエンザ等発生時の対策強化に向けた理解および準備の促進等 

(１) 本市は，市行動計画に基づき，新型インフルエンザ等対策として想定される対策の内

容やその意義について周知・広報を行う。その際，新型インフルエンザ等のまん延を防

止し，市民の生命および健康を保護するためには市民一人一人の感染対策への協力が重

要であることや，実践的な訓練等を行うことの必要性について理解促進を図る。 

(２) 本市および学校等は，換気，マスク着用等の咳エチケット，手洗い，人混みを避ける

等の基本的な感染対策の普及を図る。また，自らの感染が疑われる場合は，*相談センタ

ーに連絡し，指示を仰ぐことや，感染を広げないように不要不急の外出を控えること，

マスクの着用等の咳エチケットを行うことなどの有事の対応等について，平時から理解

促進を図る。 

(３) 道は，国と連携し，まん延防止等重点措置による休業時短営業要請，*新型インフルエ

ンザ等緊急事態における緊急事態措置による休業要請，不要不急の外出の自粛要請や施

設の使用制限の要請等の新型インフルエンザ等の発生時に実施され得る個人や事業者に

おけるまん延防止対策への理解促進を図る。 

(４) 新型インフルエンザ等のまん延防止のため，特に特定の地域で集団発生や原因不明の

感染症が発生した場合に迅速な対応が行えるよう，本市は，国，他都府県ならびに医師

会，歯科医師会，薬剤師会および看護協会等の医療関係団体と連携を図る。 

(５) 公共交通機関については，旅客運送を確保するため指定（地方）公共機関となるもの

であり，適切な運送を図る観点からは，当該感染症の症状のある者の乗車自粛や，マス

ク着用等の咳エチケットの徹底，時差出勤や自転車等の活用の呼び掛け等が想定される。

国がその運行にあたっての留意点等について，調査研究の結果を踏まえ，指定公共機関

に周知した際には，道は必要に応じて指定地方公共機関に情報提供を行うなど，適切に

対処する。 
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第２節 初動期  

１ 目的 

本市は，新型インフルエンザ等の発生時に，まん延防止対策の適切かつ迅速な実施により

感染拡大のスピードやピークを抑制し，医療提供体制等の整備を図るための時間を確保する

とともに，ピーク時の受診患者数や入院患者数等を減少させ，確保された医療提供体制で対

応可能となるようにする。このため，市内でのまん延の防止やまん延時に迅速な対応がとれ

るよう準備等を行う。 

 

２ 所要の対応 

2-1．国内でのまん延防止対策の準備 

(１) 本市は，国と相互に連携し，国内における新型インフルエンザ等の患者の発生に備え，

感染症法に基づく患者への対応（入院勧告・措置等）や患者の同居者等の*濃厚接触者へ

の対応（外出自粛要請，健康観察の実施，有症時の対応指導等）の確認を進める。また，

本市は，検疫所から新型インフルエンザ等に感染した疑いのある帰国者等に関する情報

の通知を受けた場合は，国と相互に連携し，これを有効に活用する。 

(２) 本市は，ＪＩＨＳから感染症の特徴や病原体の性状（病原性，感染性，薬剤感受性

等），臨床像等に関する情報等の分析やリスク評価に基づき，有効なまん延防止対策に

資する情報提供を受けた場合は，必要に応じて医療機関等と共有し，市内における感染

症対策に有効に活用する。 

(３) 国は，国内におけるまん延に備え，道・市町村または指定地方公共機関等において業

務継続計画（ＢＣＰ）または業務計画に基づく対応の準備を行うように要請する。本市

は，業務継続計画（ＢＣＰ）に基づき，必要な準備を行う。 
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第３節 対応期  

１ 目的 

新型インフルエンザ等の感染拡大のスピードやピークを抑制するため，まん延防止対策を

講ずることで，医療のひっ迫を回避し，市民の生命および健康を保護する。その際，市民生

活や社会経済活動への影響も十分考慮する。また，国等によるリスク評価（準備期で検討し

た指標やデータ等を活用しながら，緊急事態措置をはじめとする対策の効果および影響を総

合的に勘案）に基づき，柔軟かつ機動的に対策を切り替えていくことで，市民生活や社会経

済活動への影響の軽減を図る。 

 

２ 所要の対応 

3-1．まん延防止対策の内容 

まん延防止対策として実施する対策の選択肢としては，以下のようなものがある。国お

よびＪＩＨＳによる情報の分析やリスク評価に基づき，感染症の特徴や病原体の性状（病

原性，感染性，薬剤感受性等），変異の状況，感染状況および国民の免疫の獲得の状況等

に応じた，適切なまん延防止対策を講ずる。なお，まん延防止対策を講ずるに際しては，

市民生活や社会経済活動への影響も十分考慮する。 

 

3-1-1．患者や濃厚接触者への対応 

本市は，国と連携し，地域の感染状況等に応じて，感染症法に基づき，患者への対応

（入院勧告・措置等）や患者の同居者等の濃厚接触者への対応（外出自粛要請等）等の措

置を行う。また，病原体の性状（病原性，感染性，薬剤感受性等）等についての情報収集

等で得られた知見等を踏まえ，積極的疫学調査等による感染源の推定と濃厚接触者の特定

による感染拡大防止対策等の有効と考えられる措置がある場合には，そうした対応も組み

合わせて実施する。 

 

3-1-2．患者や濃厚接触者以外の市民に対する要請等 

3-1-2-1． 外出等に係る要請等 

道は，国から示される対策の切替えの判断の指標に基づき，地域の実情に応じて，集団

感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リスクが高まる場所等への外出自粛や，

都道府県間の移動自粛要請を行う。 

また，道は，まん延防止等重点措置として，*重点区域において営業時間が変更されてい

る業態に属する事業が行われている場所への外出自粛要請や，緊急事態措置として，新型

インフルエンザ等緊急事態において生活の維持に必要な場合を除きみだりに居宅等から外

出しないことなどの要請を行う。 

本市は，道が行う外出等に係る要請等について，適切に行われるよう，市民に対して周

知を行う。 

 

3-1-2-2．基本的な感染対策に係る要請等 

本市は，国および道と連携し，市民等に対し，換気，マスク着用等の咳エチケット，手
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洗い，人混みを避けるなどの基本的な感染対策，時差出勤やテレワーク，オンライン会議

の活用等の取組を勧奨し，必要に応じ，その徹底を要請する。 

 

3-1-2-3．退避・渡航中止の勧告等 

国は，感染症危険情報を発出し，在外邦人や出国予定者に対し，不要不急の渡航の中止

等の注意喚起を行い，発生国・地域の状況等を総合的に勘案して，必要に応じて退避勧告

や渡航中止勧告を行う。 

 

3-1-3．事業者や学校等に対する要請 

3-1-3-1．営業時間の変更や休業要請等 

道は，国から示される対策の切替えの判断の指標に基づき，必要に応じて，まん延防  

止等重点措置として，措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対す

る営業時間の変更の要請を行う。また，緊急事態措置として，学校等の多数の者が利用す

る施設を管理する者または当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設管理者等」

という。）に対する施設の使用制限（人数制限や無観客開催）や停止（休業）等の要請を

行う。 

 

3-1-3-2．まん延の防止のための措置の要請 

道は，必要に応じて，上記3-1-3-1のまん延防止等重点措置または緊急事態措置による要

請の対象事業者や施設管理者等に対し，従業員に対する検査勧奨その他の新型インフルエ

ンザ等のまん延を防止するために必要な措置を講ずることを要請する。 

 

3-1-3-3．3-1-3-1および3-1-3-2の要請に係る措置を講ずる命令等 

道は，上記3-1-3-1または3-1-3-2のまん延防止等重点措置または緊急事態措置による要

請の対象事業者や施設管理者等が，正当な理由なく要請に応じない場合は，特に必要があ

るときに限り，当該者に対し，要請に係る措置を講ずべきことを命ずる。 

 

3-1-3-4．施設名の公表 

道は，上記3-1-3-1から3-1-3-3までのまん延防止等重点措置または緊急事態措置による

要請または命令を受けた事業者や施設について，その事業者名や施設名を公表することが

利用者の合理的な行動の確保につながると判断される場合には，事業者名や施設名を公表

する。 

 

3-1-3-5．その他の事業者に対する要請 

(１) 道は，国と連携し，事業者に対して，職場における感染対策の徹底を要請するととも

に，従業員に基本的な感染対策等を勧奨し，または徹底することを協力要請する。また，

当該感染症の症状が認められた従業員の健康管理や受診を勧奨すること，出勤が必要な

者以外のテレワーク，こどもの通う学校等が臨時休業等をした場合の保護者である従業

員への配慮等の協力を要請する。 
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(２) 本市は，国からの要請に基づき，道や関係機関と連携しながら，病院，高齢者施設等

の基礎疾患を有する者が集まる施設や，多数の者が居住する施設等における感染対策を

強化する。 

(３) 道は，集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まるなどの感染リスクが高まる場所

等について，施設の管理者等に対して，基本的な感染対策の徹底や，人数制限等の安全

性を確保するための計画策定等を要請する。 

(４) 国は，必要に応じて，感染のリスクが高まっている国・地域への出張の延期・中止の

勧告を行う。 

(５) 国は，事業者や各業界における自主的な感染対策を促す取組を検討する。 

 

3-1-3-6．学級閉鎖・休校等の要請 

道は，国と連携し，感染状況，病原体の性状（病原性，感染性，薬剤感受性等）等を踏

まえ，必要に応じて，学校・保育施設等における感染対策の実施に資する情報提供・共有

を行う。また，函館市教育委員会は，学校保健安全法（昭和３３年(1958年)法律第５６号）

に基づく臨時休業（学級閉鎖，学年閉鎖，または休校）等を地域の感染状況等に鑑み適切

に行う旨の道からの要請を受け，学級閉鎖等の検討を行う。 

なお，道が，国と連携して行う一斉臨時休業の要請については，こどもや保護者，社会

経済活動への影響を踏まえ，慎重に検討を行う。 

 

3-1-4．公共交通機関に対する要請 

3-1-4-1．基本的な感染対策に係る要請等 

道は，国と連携し，道内の公共交通機関等に対し，利用者へのマスク着用の励行の呼び

掛けなど適切な感染対策を講ずるよう要請する。 

 

3-1-4-2．減便等の要請 

国は，夜間の滞留人口を減少させ，人と人との接触機会を減らすため，必要に応じて，

公共交通機関等に対し，運行方法の変更等を要請する。 

 

3-2．時期に応じたまん延防止対策の実施の考え方 

3-2-1．封じ込めを念頭に対応する時期 

本市は，国および道と連携し，感染症指定医療機関等の医療資源には限界があることや，

新型インフルエンザ等の効果的な治療法が確立されていないこと，当該感染症に対する国

民の免疫の獲得が不十分であることなどを踏まえ，医療のひっ迫を回避し，市民の生命お

よび健康を保護するため，必要な検査を実施し，上記3-1-1の患者や濃厚接触者への対応等

に加え，人と人との接触機会を減らすなどの対応により封じ込めを念頭に対策を講ずる。 

道は，国と連携し，必要に応じて，まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を検討

することを含め，上記3-1に記載した対策の中でも強度の高いまん延防止対策を講ずる（ま

ん延防止等重点措置の公示や緊急事態措置の実施の考え方については，3-3 に記載）。 
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3-2-2．病原体の性状等に応じて対応する時期 

以下のとおり，病原体の性状（病原性，感染性，薬剤感受性等）等を踏まえたリスク評

価の大括りの分類に基づく対応の考え方を示すが，有事には，病原体の性状（病原性，感

染性，薬剤感受性等），臨床像に関する情報等に応じた，国および ＪＩＨＳ による分析

やリスク評価の結果に基づき，対応を判断する。 

 

3-2-2-1．病原性および感染性がいずれも高い場合 

り患した場合の重症化等のリスクが非常に高く，また，感染性の高さから感染者数の増

加に伴い医療のひっ迫につながることで，大多数の住民の生命および健康に影響を与える

おそれがある。上記3-2-1と同様に，道は，まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を

国に要請することも含め，強度の高いまん延防止対策を講ずる。 

 

3-2-2-2．病原性が高く，感染性が高くない場合 

り患した場合の重症化等のリスクが非常に高いが，感染拡大のスピードが比較的緩やか

である場合は，基本的には上記3-1-1の患者や濃厚接触者への対応等を徹底することで感染

拡大の防止を目指す。 

それでも医療の提供に支障が生じるおそれがあるなどの場合には，道は，まん延防止等

重点措置や緊急事態措置の実施を国に要請することを検討する。 

 

3-2-2-3．病原性が高くなく，感染性が高い場合 

り患した場合のリスクは比較的低いが，感染拡大のスピードが速い場合は，道は，基本

的には，上記3-1に挙げた対策の中では強度の低いまん延防止対策を実施しつつ，宿泊療養

や自宅療養等の体制を確保するとともに，予防計画および医療計画に基づき，医療機関の

役割分担を適切に見直すことで対応する。 

上記の対策を行ってもなお，道内において医療のひっ迫のおそれが生じた場合等につい

ては，本市は，道と連携し，医療提供体制の状況や流行している感染症の特性などに関す

る情報をできる限り分かりやすく発信し，更なる感染拡大防止への協力を呼び掛ける。 

それでも医療の提供に支障が生じるおそれがあるなどの場合には，道は，まん延防止等

重点措置や緊急事態措置の実施を国に要請することを検討する。 

 

3-2-2-4．こどもや若者，高齢者等が感染・重症化しやすい場合 

本市は，こどもや高齢者，特定の既往症や現病歴を有する者が感染・重症化しやすい傾

向があるなどの特定のグループに対する感染リスクや重症化リスクが高い場合は，そのグ

ループに対する重点的な感染症対策の実施を検討する。 

例えば，こどもが感染・重症化しやすい場合については，学校や保育所等における対策

がこどもに与える影響にも留意しつつ，対策を実施するとともに，保護者や同居者からの

感染リスクにも配慮した対策を講ずる。また，こどもの生命および健康を保護するため，

地域の感染状況等に応じて，上記3-1-3-6の学級閉鎖や休校等の検討を行う。それでも地域

の感染状況が改善せず，こどもの感染リスクおよび重症化リスクが高い状態にある場合等

においては，学校施設等の使用制限等を講ずることにより，学校等における感染拡大を防
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止することも検討する。 

 

3-2-3．ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

ワクチンや治療薬の開発や普及により，感染拡大に伴うリスクが低下したと認められる

場合は，国は，上記3-1に記載した対策の中では強度の低いまん延防止対策を実施しつつ，

特措法によらない基本的な感染症対策への速やかな移行を検討する。 

なお，病原体の変異等により，病原性や感染性が高まる場合には，そのリスクに応じて，

上記3-2-2に記載した考え方に基づき対策を講ずる。ただし，そのような場合においても，

対策の長期化に伴う市民生活や社会経済活動への影響を勘案しつつ検討を行う。 

 

3-2-4．特措法によらない基本的な感染症対策への移行期 

道は，国と連携し，これまでに実施したまん延防止対策の評価を行い，必要に応じ，病

原体の変異や次の感染症危機に備えた対策の改善等を行う。 

 

3-3．まん延防止等重点措置の公示および緊急事態宣言の検討等 

上記3-2の考え方に基づき対応するにあたり，まん延防止等重点措置および緊急事態措置

の実施の検討については，以下の(１)から(４)までのとおりとする。なお，これらの措置

の実施に係る手続等については，第１章第３節（「実施体制」における対応期）3-2の記載

を参照する。 

(１) 道は，国から示される対策の切替えの判断の指標に基づき，まん延防止等重点措置や

緊急事態措置の実施を国に対して要請するか検討する。 

(２) 国は，ＪＩＨＳおよび都道府県ならびに保健所設置市と緊密に連携し，ＪＩＨＳ等か

ら得られる科学的知見や都道府県の医療提供体制の状況等を勘案しつつ，新型インフル

エンザ等の発生状況や患者の発生動向の推移，病床使用率や外来のひっ迫状況，重症化

率等に基づき，医療の提供に支障が生じるおそれがあるまたは生じていることから，こ

れらの措置が必要であると認められる場合は，まん延防止等重点措置の公示または緊急

事態宣言を行う。 

その際，国は，消費の状況，メンタルヘルスや社会不安に関する情報等，国民生活お

よび社会経済活動に関する指標等についてもその推移を含めて確認し，対策の効果と，

国民生活および社会経済活動に与える影響を総合的に勘案し，これらの措置を講ずる必

要があると認められる期間および区域，業態等について，まん延防止等重点措置の公示

または緊急事態宣言を行う。 

なお，公示する区域については，発生区域の存在する都道府県を指定することを基本

としつつ，人の流れ等の地域的な一体性を踏まえて，まん延防止に効果があると考えら

れる区域（市町村単位，都道府県内のブロック単位）とする。 

(３) ただし，国は，上記3-2のそれぞれの時期において，主に以下の点に留意して，これ

らの措置の必要性や内容を判断する。 

ア．封じ込めを念頭に対応する時期 

科学的知見が不十分と考えられる状況であっても，医療提供体制の状況等に鑑み

て必要と認められる場合には，当該状況にあることを国民等に情報提供・共有しつ
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つ，まん延防止等重点措置や緊急事態措置を含め，必要な対策を検討し，迅速に実

施する。 

イ．病原体の性状等に応じて対応する時期 

医療提供体制の状況等に鑑みて必要と認められる地域において，ＪＩＨＳ等から

提供される科学的知見に基づき，措置の効果と，国民生活および社会経済活動に与

える影響を総合的に勘案した上で，必要最小限と考えられる期間および区域，業態

等に対して措置を講ずる。 

ウ．ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

上記イと同様に措置を講ずるが，重症化等のリスクが低下したことを踏まえ，対

策の長期化に伴う国民生活や社会経済活動への影響をより重視しながら，措置を講

ずる期間および区域，業態等を検討する。 

(４) 道は，国からの公示を受け，まん延防止等重点措置および緊急事態措置を実施するに

あたっては，地域ごとの感染状況に応じた措置とするなど，広域性を十分に考慮した対

応を検討する。 


